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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ケ
ア
ホ
ー
ム
カ
ナ
リ
ア 

三 

代
表
者
の
氏
名 

田
島 

茂 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
関
三
十
四
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
地
域
社
会
の
中
で
生
活
す
る
環
境
を
提
供
し
、
地
域
移
行

の
推
進
及
び
地
域
生
活
の
支
援
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
三
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
文
化
Ｒ
＆
Ｄ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

眞 

中 

義 

治 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
小
溝
六
百
九
十
一
番
地
二 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
対
し
歴
史
的
・
民
族
学
的
・
社
会
学
的
研
究
を
行
う
事
を
通
じ
て
、

地
域
の
活
性
化
や
産
業
、
文
化
の
発
展
に
対
し
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
東
松
山
市
か
ら
東
松
山
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
五
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田
幸
手
店 

 
 

 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
上
高
野
字
菩
薩
前
千
二
百
四
十
五
番
一
外 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
六
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田
幸
手
店 
農
業
資
材
館 

 
 

 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
上
高
野
字
菩
薩
前
千
二
百
三
十
三
番
外 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田
幸
手
店 
ペ
ッ
ト
・
ガ
ー
デ
ン
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
上
高
野
字
菩
薩
前
千
三
百
三
十
一
番
外 

  

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
    

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

本
田
昌
也 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ジ
ョ
イ
フ
ル
本
田 

代
表
取
締
役 

矢
ヶ
﨑
健
一
郎 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
八
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ド
イ
ト
戸
田
店 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
字
稲
荷
千
二
百
一
番
地
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
八
時
十
五
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
十
九
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

マ
ツ
モ
ト
ビ
ル 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
藤
久
保
三
百
五
―
一 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 
二
六
七
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
四
九
台 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

九
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

七
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
五
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
号



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

争
議
行
為
を
行
う
労
働
組
合 

 
 

別
表
に
掲
げ
る
労
働
組
合 

二 

事 
 

件 

 
 

年
末
一
時
金
の
獲
得
等
の
件 

三 

日 
 

時 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
八
日
午
前
零
時
か
ら
問
題
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間 

四 

場 
 

所 

 
 

別
表
に
掲
げ
る
労
働
組
合
の
組
合
員
が
従
事
す
る
全
職
場
又
は
一
部
の
職
場 

五 

概 
 

要 

 
 

救
急
外
来
患
者
及
び
入
院
中
の
重
症
患
者
の
た
め
の
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
全
て
の
組
合 

 

員
又
は
一
部
の
組
合
員
に
よ
る
全
て
の
争
議
行
為
を
行
う
。 

 

別 

表 

  

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
協
同
病

院
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
生
協
本

部
支
部 

労
働
組
合
名 

添
島 

享 

添
島 

享 

執
行
委
員
長

等
名 

埼
玉
協
同
病
院 

医
療
生
協
さ
い

た
ま 

組
合
員
が
従
事

す
る
職
場 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 

所 

在 

地 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
一
号



 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
秩
父
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
行
田
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
熊
谷
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
か
す
か

べ
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
お
お
み

や
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
浦
和
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
さ
い
わ

い
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
川
口
支

部 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
み
ぬ
ま

支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
歯
科
診

療
所
支
部 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 
添
島 

享 

添
島 

享 

秩
父
生
協
病
院 

行
田
協
立
診
療

所 熊
谷
生
協
病
院 

か
す
か
べ
診
療

所 お
お
み
や
診
療

所 浦
和
民
主
診
療

所 さ
い
わ
い
診
療

所 川
口
診
療
所 

介
護
老
人
保
健

施
設
み
ぬ
ま 

生
協
歯
科
診
療

所 

埼
玉
県
秩
父
市
阿
保
町
一
―
十

一 埼
玉
県
行
田
市
本
丸
十
八
―
三 

埼
玉
県
熊
谷
市
上
之
三
千
八
百

五
十
四 

埼
玉
県
春
日
部
市
谷
原
二
―
四

―
十
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
指
扇

千
百
十
―
二 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
北

浦
和
五
―
十
―
七 

埼
玉
県
川
口
市
中
青
木
四
―
一

―
二
十 

埼
玉
県
川
口
市
仲
町
一
―
三
十

六 埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

四
十
七 

埼
玉
県
川
口
市
木
曽
呂
千
三
百

十
七 



 

共
立
医
療
会
労
働
組

合
吹
上
共
立
診
療
所

支
部 

共
立
医
療
会
労
働
組

合
北
本
共
立
診
療
所

支
部 

南
埼
玉
病
院
労
働
組

合 埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
大
井
協

同
診
療
所
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
朝
霞
歯

科
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
上
福
岡

協
同
診
療
所
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
さ
ん
と

め
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
所
沢
診

療
所
支
部 

埼
玉
県
民
主
医
療
機

関
労
働
組
合
西
協
同

支
部 

奥
澤 

栄
子 

奥
澤 

栄
子 

渡
辺 

豊 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 

添
島 

享 
添
島 

享 

添
島 

享 

医
療
法
人
共
立

医
療
会
吹
上
共

立
診
療
所 

医
療
法
人
共
立

医
療
会
北
本
共

立
診
療
所 

医
療
法
人
社
団

俊
睿
会
南
埼
玉

病
院 

大
井
協
同
診
療

所 あ
さ
か
虹
の
歯

科 上
福
岡
協
同
診

療
所 

老
人
保
健
施
設

さ
ん
と
め 

所
沢
診
療
所 

埼
玉
西
協
同
病

院 

埼
玉
県
鴻
巣
市
吹
上
富
士
見
三

―
一
―
十
九 

埼
玉
県
北
本
市
中
丸
五
―
六
―

八 埼
玉
県
越
谷
市
増
森
二
百
五
十

二 埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
ふ
じ
み
野

一
―
一
―
十
五 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
七
百
二
十

四
―
二 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
三

―
三
―
七 

埼
玉
県
所
沢
市
中
富
千
六
百
十

七 埼
玉
県
所
沢
市
宮
本
町
二
―
二

十
三
―
二
十
四 

埼
玉
県
所
沢
市
中
富
千
八
百
六

十
五 



 

行
定
病
院
労
働
組
合 

西
部
診
療
所
労
働
組

合 共
立
医
療
会
労
働
組

合
さ
く
ら
お
と
な
こ

ど
も
診
療
所
支
部 

酒
井 
竜
也 

斉
藤 

明 

奥
澤 

栄
子 

行
定
病
院 

西
部
診
療
所 

医
療
法
人
共
立

医
療
会
さ
く
ら

お
と
な
こ
ど
も

診
療
所 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
本
町
四
―

十
三 

埼
玉
県
川
越
市
天
沼
新
田
三
百

七
―
一 

埼
玉
県
北
本
市
北
本
団
地
一
―

二
十
七
―
百
二 



告 
 

示 

 
 

 
 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計

画
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

宮
代
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

幸
手
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
八
四
号 

中
央
通
り
線 

三 

事
業
施
行
期
間 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
中
央
三
丁
目
地
内 

 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

 

な
し 

    
 

 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
二
号



告 
 

示 

  
日
高
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
三
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園及び埼玉県立毛呂山特別支援学校スクール

バス運行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年９月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  狭山バス運輸有限会社 埼玉県狭山市柏原448番地２ 

５ 落札金額 

  157,500,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成23年８月５日 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
五
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立久喜特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年９月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社協同バス 埼玉県行田市佐間１丁目20番36号 

５ 落札金額 

  238,728,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成23年８月５日 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
六
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立三郷特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 埼玉県さいたま

市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成23年９月16日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  大和観光自動車株式会社 埼玉県さいたま市北区本郷町130番地２ 

５ 落札金額 

  77,607,180円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成23年８月５日 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
長 

新 

井 

伸 

二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
    

 

志
木
停
車
場
線 

   

路 
 

線 
 

名 

志
木
市
本
町
六
丁
目
二
四
〇
二
番
一
八
地
先

か
ら 

同
市
本
町
六
丁
目
二
四
〇
二
番
一
四
地
先
ま

で (

た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限

る
。) 

 

供
用
開
始
の
区
間 

 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
九
年
九
月
二
十

一
日
埼
玉
県
朝
霞
県
土

整
備
事
務
所
長
告
示
第

八
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
供
用

開
始
で
あ
る
。
延
長
一

〇
・
五
七
メ
ー
ト
ル 

 

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
六
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

      



 

  

十
五
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
三
年
十
月

十
九
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
入
間
市
豊
岡
四
丁
目
八
百
六
十
一
番
十
～
四
丁
目
八

百
五
十
九
番
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
五
丁
目
八
百
七
十
九
番
地
内 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
五
丁
目
八
百
七
十
五
番
十
七
～
五
丁
目

八
百
七
十
五
番
二
十
一 

埼
玉
県
入
間
市
扇
台
五
丁
目
八
百
七
十
九
番
～
五
丁
目
八
百

七
十
六
番
三 

指

定

道

路

の

位

置 

百
七
十
五
・
〇
メ
ー
ト
ル 

 

四
十
一
・
二
メ
ー
ト
ル 

三
十
五
・
一
メ
ー
ト
ル 

 

二
十
四
・
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
二
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
三
〇
〇
〇
六
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
三
〇
〇
六
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
泉
井
字
山
下
九
七
一
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
広
栄
町
九
番
地
七 

 

 
 

ア
ラ
シ
ー
ド
３
０
２
号
室 

 
 

小
川 

大
輔 

 

小
川 

嘉
寿
子 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
八
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
五
六
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
二
七
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
清
地
字
東
豊
後
千
八
百
十
二
番
一
、
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
幸
手
市
大
字
上
吉
羽
九
十
一
番
地
十
ア
ー
バ
ン
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

二
〇
一 

 
 

大
里 

隆
行 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
五
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

橘 
 

 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
六
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
二
七
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
下
高
野
字
小
谷
堀
西
二
千
七
百
六
十
一
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
北

飾
郡
杉
戸
町
高
野
台
西
三
丁
目
一
番
地
一 

ク
レ
イ
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
一
〇
四 

 
 

池
澤 

恵
一 
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